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　徳島県よろず支援拠点のサブチーフ
コーディネーターの佐藤です。新型コロ
ナウイルス感染症の影響が長期化し、売
上の大幅減少や休業を強いられている
企業やお店も多いと思います。当面の需
要や売上回復が期待しづらい中、ポスト
コロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の
変化に対応するために中小企業等の事
業再構築を支援し、日本経済の構造転
換を促すことを目的とした「事業再構築
補助金」の公募が開始されています。本
補助金についてご紹介します。

１．事業再構築補助金とは

　ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経
済社会の変化に対応するため、中小企業
等の思い切った事業再構築を支援する
ことで、日本経済の構造転換を促すこと
を目的としています。本補助金の予算額
は、令和２年度第３次補正予算で 1 兆
1,485 億円と、過去に類を見ないような
大きな予算が計上されています。
　本補助金の特徴として、設備費に加え
建物費が対象経費となっています。事務
所や工場の建屋の建設や改修に要する
経費だけでなく、撤去費用も認められま
す。

２．補助額、補助率

【中小企業】
通常枠：補助額 100 万円～ 6,000 万円　

補助率 ２／３
卒業枠：補助額 6,000 万円超～１億円　  

補助率 ２／３
※卒業枠とは、中小企業から中堅・大企

業へ成長する事業者向けの特別枠
【中堅企業】
通常枠：補助額 100 万円～ 8,000 万円　

補助率 １／２
グローバル V 字回復枠：
　　　　補助額 6,000 万円超～１億円 

補助率 １／２
【緊急事態宣言特別枠】
従業員 5 人以下：
　　　　100 万円～ 500 万円
従業員 6 ～ 20 人：
　　　　100 万円～ 1,000 万円
従業員 21 人以上：
　　　　100 万円～ 1,500 万円

３．公募期間

　第１回の公募は５月７日に終了しまし
た。現在、第２回の応募受付中です。
第２回公募

公募開始：令和 3 年 5 月 20 日（木）
申請受付：令和 3 年 5 月 26 日（水）
応募締切：令和 3 年 7 月 2 日（金）
　　　　　18：00

４．申請要件

① 2020 年 10 月以降の連続する６ヶ月
間のうち、任意の３ヶ月の合計売上高
が、コロナ以前（2019 年又は 2020
年 1 ～ 3 月）の合計売上高と比較し
て 10％以上減少していること。　

②事業計画を認定経営革新等支援機関
や金融機関と策定し、一体となって事
業再構築に取り組むこと。

③補助事業終了後 3 ～ 5 年で付加価値
額の年率平均 3.0％以上増加を達成
すること。
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yorozu ――――――――――― よろず支援拠点
事業再構築補助金についての御案内

５．事業再構築の
定義・類型と要件

　事業再構築補助金の類型は、主たる
事業が「日本標準産業分類」の大分類、
中分類上、どのように転換するかで判断
され、大分類が変わってしまう場合は

「業種転換」、中分類が変わる場合は「事
業転換」になります。事業再構築という
名称から現在の事業を大きく転換しなく
てはならないように思われますが、「新分
野展開」のように現在の事業を変更する
ことなく、新たな事業に取組むような
ケースも対象になります。
どの類型にも共通してい
るのは、新規事業が ①
過去に製造等の実績が
ないこと、②製造等に用
いる主要な設備を変更
することです。新規事業
を実施した結果、新規事

業の売上割合によって申請の類型が変
わります。
　事業再構築補助金の申請は、電子申
請のみになります。あらかじめ「ＧビズＩ
Ｄプライムアカウント」の取得が必要に
なります。取得には３週間程度必要にな
りますので、早めの取得が必要です。
　事業再構築補助金の申請対象になる
のか、またどの類型になるのかなどにつ
いては、個々に検討する必要があります
ので、詳しくはよろず支援拠点までお気
軽にお問い合わせください。

事業再構築の定義 新分野展開

事業転換

業種転換

業態転換

事業再編

…… 新たな製品等で新たな市場に進出する

…… 主な「事業」を転換する

…… 主な「業種」を転換する

…… 製造方法等を転換する

…… 事業再編を通じて新分野展開、事業転換、 業種転換又は業態転換のいずれかを行う

事業再構築の類型 必要となる要件

新分野展開 ●製品等の新規性要件　●市場の新規性要件　●売上高10％要件

事業転換 ●製品等の新規性要件　●市場の新規性要件　●売上高構成比要件

業種転換 ●製品等の新規性要件　●市場の新規性要件　●売上高構成比要件

業態転換

製造方法の
変更の場合 ●製造方法等の新規性要件　●製品の新規性要件　●売上高10％要件

提供方法の
変更の場合 ●製造方法等の新規性要件　●商品等の新規性要件又は設備撤去等要件　●売上高10％要件

事業再編 ●組織再編要件　●その他の事業再構築要件

　よろず支援拠点の連絡先は以下のと
おりです。

徳島県よろず支援拠点
徳島県徳島市南末広町 5 番 8-8
徳島経済産業会館 2 階

電話 088‐676‐4
よ ろ ず に ゴ ー

625
ＨＰ https://yorozu-tokushima.jp/

受付
時間

【平日】9：00～17：45
【休日相談会】●毎週日曜日

　10：00～17：00
　徳島駅前ポッポ街
●毎週土曜日
　10：15～17：00
　アミコビル9F

（最新情報を確認して下さい）

新型コロナウイルスに関する経営
相談窓口を設置しております。
相談希望の方は上記、徳島県 
よろず支援拠点にご連絡ください。
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